
一
頁

○
総
務
省
令
第
四
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き

、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
放
送
法
施
行
規
則
及
び
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
二
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

放
送
法
施
行
規
則
及
び
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
号
の
第
五
号

イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(4)

イ

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

(ア)

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

(イ)



二
頁

別
表
第
五
号
の
第
五
号

ウ
を
削
る
。

(4)

（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
第
四
号
⑸
中
「
を
含
む
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
の
下
に
「
（
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
ま
な

い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
基
幹
放
送
の
種
類
と
す
る
放
送
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の

認
定
を
受
け
て
い
る
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
基
幹

放
送
の
種
類
と
す
る
同
項
の
認
定
を
受
け
た
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
と
み
な
す
。

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
）

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送


